
◎放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部

を改正する法律 
（平成一六年六月二日法律第六九号）   

一、提案理由（平成一六年四月八日・参議院文教科学委員会） 

○国務大臣（河村建夫君） おはようございます。 

 このたび、政府から提出いたしました放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し

上げます。 

 国際原子力機関、世界保健機関等の国際機関が科学的見地から提唱した放射性同位元

素の核種ごとの規制下限値の国際標準について、その国際的な導入の状況等を踏まえ、

我が国においてもこれを導入するため、放射性同位元素の規制を見直すことが必要にな

っております。また、放射性同位元素の利用の進展及び安全規制に関する実績等を踏ま

えつつ、安全規制をより合理化していくことが求められております。 

 この法律案は、このような観点から、放射性同位元素等の使用、販売、賃貸及び廃棄

についてより科学的かつ合理的な規制体系を構築するために必要となる改正を行うもの

であります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、放射性同位元素を装備した機器のうち設計の認証を受けたものについては使

用の許可等の規制を合理化するものであります。 

 第二に、放射性同位元素の販売及び賃貸の業の許可制を届出制に改めるものでありま

す。 

 第三に、廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は、文部科学大臣又は登録機関の確

認を受けなければならないこととするものであります。 

 第四に、施設検査や定期検査を合理化するとともに、放射線測定記録等の定期確認制

度、講習の修了のみで交付される第三種放射線取扱主任者免状及び放射線取扱主任者の

定期講習制度を創設するものであります。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

二、参議院文教科学委員長報告（平成一六年四月一四日） 

○北岡秀二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、放射性同位元素の規制に係る国際標準値の導入等に対応し、放射性同位

元素の使用の規制及び施設検査等の規制の合理化、放射線取扱主任者の定期講習制度等

の創設、廃棄物の埋設に関する規定の整備等の措置を講じようとするものであります。 



 委員会におきましては、国際標準値導入の目的と必要性、完全管理面の強化策、廃棄

物処分に対する万全の施策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によっ

て御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年四月一三日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、放射性同位元素等は社会で幅広く使用されていることにかんがみ、放射線業務従事

者及び一般公衆の放射線障害防止には万全を期すること。 

二、医療分野における放射性同位元素等に係る二重規制については、関係府省は相互に

連携を取りつつ、過剰照射対策など安全の確保を大前提に、その改善に取り組むこと。 

三、放射性同位元素に係る国際標準値の導入に伴い、これまで規制対象外であった機器

等が新たに規制対象となることにかんがみ、事業者等が本法の内容を適確に理解でき

るよう、分かりやすい形で広く周知すること。 

四、放射性同位元素及び放射性同位元素装備機器等に係る事故、回収等に関する事業者

の国への報告及び記録の作成・保存については、遺漏のないよう万全を期するととも

に、報告された内容について、国は安全上の影響度等を公平・適切に評価し、安全確

保の観点からその周知に努めること。 

五、登録認証機関等に対しては、業務の実施状況及び財務の状況について定期的に総点

検を行うなど、適正な業務実施が確保されるよう万全の措置をとること。 

六、最終処分事業については、高い公益性を有しかつ埋設施設の管理等が長期的に実施

されることにかんがみ、同事業が将来にわたり安全かつ確実に実施されるよう、事業

の許可や事業開始後の安全確認には万全を期するとともに、情報提供を積極的に行う

など、立地地域との信頼関係の確立に努めること。 

七、今後の廃棄物処理処分技術の更なる向上のために、処理処分方法に関する研究開発

を積極的に進めること。 

  右決議する。 

三、衆議院文部科学委員長報告（平成一六年五月二五日） 

○池坊保子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、放射性同位元素及び放射線発生装置の使用等を取り巻く社会経済情勢の変化

に対応し、放射性同位元素の販売及び賃貸の業の規制を合理化するとともに、定期確認

制度、廃棄物の埋設確認制度を創設する等所要の改正を行おうとするもので、その主な



内容は、 

 第一に、販売及び賃貸の業の許可制を届け出制にすること、 

 第二に、放射線測定記録等の定期確認制度を創設すること、 

 第三に、廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は、文部科学大臣または登録埋設確

認機関の確認を受けなければならないこととすること 

などでございます。 

 本案は、参議院先議に係るもので、五月十八日本委員会に付託され、翌十九日河村文

部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、去る二十一日質疑を行い、採決の結果、全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年五月二一日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一 放射性同位元素等は社会で幅広く使用されていることにかんがみ、放射線業務従事

者及び一般公衆の放射線障害防止には万全を期すること。 

二 放射線業務従事者及び一般公衆の安全確保を大前提に、関係府省は連携して、実効

性が高くかつ効果的な規制の実施に努めること。 

三 医療分野における放射性同位元素等に係る規制の在り方については、関係府省は相

互に連携を取りつつ、安全の確保を大前提に、その改善に取り組むこと。 

四 放射性同位元素に係る国際免除レベルの導入に伴い、これまで規制対象外であった

機器等が新たに規制対象となることにかんがみ、事業者等が本法の内容を適確に理解

できるよう、分かりやすい形で広く周知すること。 

五 安全性のさらなる向上に向け、放射性同位元素等に関する事故の報告及び記録の作

成等の安全規制を的確に運用するとともに、それらの収集した情報を公平・適切に評

価し、安全確保の観点からその周知に努めること。 

六 登録認証機関等に対しては、業務の実施状況及び財務の状況について定期的に総点

検を行うなど、適正な業務実施が確保されるよう万全の措置をとること。 

七 埋設処分に関する規定の整備等の改正が行われることについて、国民の十分な理解

を得られるよう情報提供を行う他、放射線やその利用に関する基礎的知識についても

引き続き積極的な普及活動を行うこと。 


